
船舶事故等調査報告書 

平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第６５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月８日 １２時２０分ごろ 

発生場所 大分県佐伯市鶴御
つ る み

埼南南東方沖 

 鶴御埼灯台から真方位１６８°２.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３２°５３.０９′ 東経１３２°０５.６６′） 

事故等調査の経過 平成２６年６月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第六十八神
しん

洋
よう

丸、３２４トン 

   １３６５１３、有限会社神洋丸 

Ｂ 漁船 日栄
にちえい

丸、４.４トン 

ＯＴ３－５６２８２（漁船登録番号）、個人所有 

第２９４－２３２９５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級海技士（航海） 

 甲板手Ａ、海技免許なし 

甲板員Ａ、海技免許なし 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板の塗装剝離 

Ｂ 左舷かんぬきに折損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ、甲板手Ａ及び甲板員Ａほか２人が乗り組み、鶴御

埼南南東方沖を係留地へ向けて、約１０.５ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で自動操舵により北北東進していた。 

甲板員Ａは、甲板手Ａを舵輪につかせて航海当直に当たり、レーダ

ー及びＧＰＳプロッターを３Ｍレンジでそれぞれ使用し、目視及び双

眼鏡により周囲の見張りを行っていた。 

甲板員Ａは、右舷前方に北北西進するＢ船を初認した際、小型船の

Ｂ船がＡ船を避航するものと思い、航行を続けた。 

Ａ船は、甲板員Ａが、右舷方至近に接近したＢ船を認め、衝突の危

険を感じて甲板手Ａに手動操舵への切換え及び左舵一杯を指示した

が、平成２６年６月８日１２時２０分ごろ、その右舷船首部とＢ船の

左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、鶴御埼南南東方沖を係留地へ向

けて、約６knの速力で自動操舵により北北西進していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、視界が良好であり、周囲に航行の支障となる船



舶を見掛けなかったので、目視のみで周囲の見張りを行っていたとこ

ろ、Ｂ船の左舷方至近にＡ船を認めた直後、Ａ船と衝突した。 

両船は、互いの損傷状況及び連絡先を確認して、それぞれの係留地

へ入港した後、船長Ｂが、本事故の発生を１１８番（海上保安庁）通

報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 船長Ｂは、Ｂ船の操舵室に周囲の見張りを行う際の死角はなかった

ものの、本事故当時、船尾方の見張りを失念していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、鶴御埼南南東方沖を北北東進中、甲板員Ａが、Ｂ船に対す

る見張りを適切に行っていなかったことから、同じ針路及び速力で航

行を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

甲板員Ａは、Ｂ船を初認した際、小型船のＢ船がＡ船を避航するも

のと思っていたことから、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなか

ったものと考えられる。 

Ｂ船は、鶴御埼南南東方沖を北北西進中、船長Ｂが、船尾方の見張

りを適切に行っていなかったことから、左舷後方から接近するＡ船に

気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、周囲に航行の支障となる船舶はいないと思い、船尾方の

見張りを適切に行っていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、鶴御埼南南東方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が

北北西進中、甲板員ＡがＢ船に対する見張りを適切に行っておらず、

また、船長Ｂが船尾方の見張りを適切に行っていなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常に周囲の見張りを適切に行うこと。 

・必要に応じてレーダーを活用すること。 

 


